
令和８年度 芽室町高齢者保健福祉事業一覧 

 

○町の福祉事業 

  高齢者食事サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

  緊急通報システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

  通院移送サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

  家族介護用品支給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  除雪サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  ちょこっとサポート事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

  認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

  認知症サポーター養成講座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

  オレンジカフェ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

  重度身体障がい者等交通費助成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

  成年後見支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る 

  利用者負担軽減制度事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

  介護保険低所得者等利用者負担助成事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

  地域包括支援センターあいあい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

   

○町の保健事業 

  あたまの元気度チェック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

  介護予防ポイント推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

  介護予防教室 

    アクティブライフ６５／はつらつライフ７５・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

    からだイキイキ運動塾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

    まる元運動教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

    いきいきリハビリ教室・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

  予防接種・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３～１４ 

  健康・栄養相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

  健（検）診一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５～１８ 

 

○関係機関の事業 

  社会福祉協議会 

    車いす貸し出し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

    心配ごと相談所開設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

    地域交流サロン事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９ 

    日常生活自立支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

  住民互助組織めむろたすけ愛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

  めむろシニアワークセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

  とかち生活あんしんセンター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 



○町の福祉事業 

事業名・申請先 内 容 

 

高齢者食事サービス 

 

 

 

 

高齢者支援課 在宅支援係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 一人暮らしの高齢者等に栄養バランスのとれた食事を配達するとと

もに安否確認を実施する事業です。 

 

対象者 自らの健康状態に合わせた食事の調理及び買い物が困難な 

    65 歳以上の方又は 40歳以上の介護保険認定者で症状の改善 

    が難しい方 

 

実施日 登録事業者の休日を除く毎日（昼食又は夕食、もしくは両方） 

    で希望する曜日 

 

利用者負担 事業者が定める食事代（非課税世帯には助成あり） 

 

申請手続 申請書を高齢者支援課在宅支援係へ提出 

    （利用の可否は、審査後に決定） 

 

 

緊急通報システム 

 

 

 

 

高齢者支援課 在宅支援係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 独居高齢者、高齢者夫婦世帯、身体障がい者のいる世帯の方に、緊急

通報装置・ペンダントを貸与し、急病や災害時の消防署等への連絡手段

の提供と月 1回、保健師による安否確認を行います。 

 利用の可否は審査後に決定します。 

 隣接地に親族がいない 80歳以上の独居の方は、審査不要で利用でき

ます。 

 

申 請      地区の民生委員児童委員または在宅支援係 

利用料・設置料  無料 

 

 

 

通院移送サービス 

 

 

 

 

高齢者支援課 在宅支援係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 車いすを使用している在宅の高齢者・身体障がい者で、通院に移送サ

ービス車両（ストレッチャー又は車いす専用）を必要とする方に、運行

料金の半額を助成します。 

 

対象者 通院に移送サービス車両を必要とする次の方 

① 身体障害者手帳所持者で身体障害者等級による級別が 

     １・２級かつ下肢又は体幹機能障害の記載がある方  

② 身体障害者手帳所持で車いす利用の方 

③ 要介護４・５の方 

④ 要介護１以上で車いす利用の方 

 ※②及び④については、医師・理学療法士・作業療法士又はケアマネ  

  ジャーが記載した意見書の提出が必要となります。 

 

 サービスの利用にあたっては、事前に利用申請等が必要ですので、 

 ご相談ください。 
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事業名・申請先 内 容 

 

家族介護用品支給事業 

 

 

 

 

高齢者支援課 在宅支援係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 

 

 自宅で要介護４・５の方を介護している家族（介護者）に、介護用品

の給付券を交付します。 

（要介護者が入院又は施設に入所している場合や、生活保護等の他の 

 扶助制度による同様の給付を受けている方は除きます。） 

 介護者及び要介護者のどちらも非課税世帯に属していることが要件

です。 

 

対象用品 紙おむつ・紙パンツ・尿取りパッド・おしりふき・ 

     使い捨て手袋 

給 付 券 月額 6,500 円 

 

 

 

 

除雪サービス 

 

 

 

 

芽室町社会福祉協議会 

℡ ６２－１６１６ 

  

 除雪が困難な一人暮らしの高齢者や、身体障がい者等の世帯に対し、

概ね 10cm 以上積雪があった場合、玄関から公道までの間を除雪する

サービスです。幅は１ｍ以内です。 

 

 申請時は、地区の民生委員児童委員もしくは芽室町社会福祉協議会に

ご相談ください。 

 

 利用料（１回） 非課税世帯  ３００円 

         課税世帯   ８００円 

         キャンセル料  ５０円 

 

 

 

ちょこっとサポート事業 

 

 

 

 

芽室町社会福祉協議会 

℡ ６２－１６１６ 

 

 暮らしの中のちょっとした困りごとを「できる人が、できる時に、 

できる範囲で」助け合うしくみです。 

 

利用対象 概ね 65歳以上の方で支援を必要とする方 

利用料金 30 分 250円（チケット１枚分） 

利用時間 平日、午前９時～午後５時（１日１時間まで） 

利用方法 会員登録（無料）が必要です。 

 

 協力会員（サポーター）も随時募集しています。 
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事業名・申請先 内 容 

 

認知症高齢者等 

SOSネットワーク 

 

 

 

高齢者支援課 在宅支援係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 

 認知症等の高齢者が所在不明になった際に、「事前登録情報」をもと

に協力機関に情報提供を行い、高齢者の安全を確保します。 

 登録の際、必要に応じて「見守りシール」も同時に登録することが 

可能です。 

 

【事前登録に必要な書類】 

 ・ご本人の写真（顔・全身 各１枚） 

 ・SOSネットワーク事前登録申請書 

 

 

 

 

 

認知症サポーター 

養成講座 

 

 

 

 

高齢者支援課 在宅支援係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 

 認知症の方やその家族が、地域で安心して生活できるように、認知症

サポーターの養成を行います。 

 

実施方法 一般町民向け講座 

     出前講座（随時受付）他 

実施内容 キャラバンメイト（専門講師）による研修を行います。 

 

※認知症サポーターを対象として、 

 認知症サポーター・ステップアップ講座も実施しています。 

 

 

 

 

 

オレンジカフェ 

 

 

 

 

高齢者支援課 在宅支援係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 認知症の方やその家族、地域の方、専門職等どなたでも気軽に参加で

きる集いの場です。認知症や介護に関する相談も受け付けています。 

 

日時 毎月第４月曜日 １０：１５～１１：１５ 

場所 めむろーど３階 レファレンス他 

内容 ミニ講話、レクリエーション等 

定員 25 名まで 
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事業名・申請先 内 容 

 

重度身体障がい者等 

交通費助成 

 

 

 

 

健康福祉課 障がい福祉係 

℡ ６２－９７２３ 

 

 在宅の高齢者・身体障がい者の方を対象に、外出の手助けと生活圏

の拡大を目的として、タクシーチケットを交付します。 

 ※ただし、通院では使用できません。 

 

対象者 次のいずれかに該当する方 

① 下肢・体幹機能障がい者１・２級の方 

② 視覚障がい者１・２級の方 

③ 身体障がい者で車いす利用の方 

④ 要介護４・５の方 

⑤ 要介護１以上で車いす利用の方 

 ※③及び⑤については、医師・理学療法士・作業療法士又は 

ケアマネジャーが記載した意見書の提出が必要となります。 

 

 

成年後見支援センター 

 

 

 

 

芽室町社会福祉協議会 

℡ ６２－１６１６ 

 

 判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとについ

ての相談窓口です。 

 

 成年後見制度は、判断能力が低下した人がいる場合にその人をサポ

ートする人を家庭裁判所から選任してもらう制度です。 

 

■ 成年後見制度の説明をします。 

■ 親族の方が家庭裁判所へ手続きをされる際の書類作成等について 

助言します。 

■ 法律の専門家（弁護士又は司法書士）による専門相談会を開きま

す。 

■ 親族の方が成年後見人等になっている場合や親族に成年被後見人が

おられる方の相談に応じます。 

 

※相談は無料です。 

 申請費用や成年後見人への報酬は、家庭裁判所が決めています。 
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事業名・申請先 内 容 

 

社会福祉法人等による 

生計困難者等に対する 

介護保険サービスに係

る利用者負担額軽減制

度事業 

 

 

 

 

高齢者支援課 介護保険係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 低所得で生計が困難である方が、社会福祉法人等の提供するサービ

スを受けたとき（社会福祉法人等が提供する法に基づくサービスに限

る）に、利用料が軽減されます。 

 

■ 軽減の対象となるサービス（社会福祉法人等が提供するサービス） 

・（介護予防）訪問介護 

・夜間対応型訪問介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 

 （自己負担割合が保険給付と同様のものに限る） 

・（介護予防）通所介護 

・地域密着型通所介護 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 

・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 

 （自己負担割合が保険給付と同様のものに限る） 

・（介護予防）短期入所生活介護 

【特別養護老人ホームのショートステイ】 

・介護老人福祉施設サービス 

【特別養護老人ホーム】 

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

【小規模特別養護老人ホーム】 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・看護小規模多機能型居宅介護 

 

■ 軽減の程度 利用者負担（１割）の１／４ 

 

■ 軽減の対象 

１ 生活保護受給者 

２ 生活保護受給者以外であり、町民税世帯非課税であって、 

次の要件を全て満たす者 

（１） 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が１人増えるごと 

に 50万円を加算した額以下であること。 

（２） 有価証券、債権、預貯金等の額が単身世帯で 350万円、 

世帯員が増えるごとに100万円を加算した額以下であるこ

と。 

（３） 世帯がその居住の用に供する家屋その他、日常生活のため

に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこ

と。 

（４） 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

（５） 介護保険料を滞納していないこと。 

（６） 要介護旧措置入所者で利用負担割合が５％以下の者でない

こと。 
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事業名・申請先 内 容 

 

介護保険低所得者等 

利用者負担助成事業 

 

 

 

高齢者支援課 介護保険係 

℡ ６２－９７２４ 

 

 低所得で生計が困難である方が社会福祉法人等による生計困難者等

に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業に該当し

ないサービスを受けたときに、利用料の一部の助成を受けられます。 

 

■ 助成の対象となるサービス 

・（介護予防）訪問介護 

・夜間対応型訪問介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

・第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 

 （自己負担割合が保険給付と同様のものに限る） 

・（介護予防）通所介護 

・地域密着型通所介護 

・（介護予防）認知症対応型通所介護 

・第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 

 （自己負担割合が保険給付と同様のものに限る） 

・（介護予防）短期入所生活介護 

【特別養護老人ホームのショートステイ】 

・（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

・（介護予防）訪問看護 

・（介護予防）訪問入浴介護 

・（介護予防）訪問リハビリテーション 

・（介護予防）通所リハビリテーション 

・（介護予防）短期入所療養介護 

【介護老人保健施設のショートステイ】 

  ・看護小規模多機能型居宅介護 

 

■ 助成の程度 利用者負担（１割）の１／４ 

 

■ 助成の対象者 

・助成の対象者は、町民税世帯非課税であって、 

次の要件を全て満たす者 

（１） 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が１人増えるご

とに 50万円を加算した額以下であること。 

（２） 有価証券、債権、預貯金等の額が単身世帯で 350万円、

世帯員が１人増えるごとに 100 万円を加算した額以下で

あること。 

（３） 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために

必要な資産以外に利用し得る資産を所有しているないこ

と。 

（４） 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 

（５） 介護保険料を滞納していないこと。 

（６） 生活保護受給者でないこと。 
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事業名・申請先 内 容 

 

地域包括支援センター

あいあい 

 

 

 

 

（直通）℡ 62-9724 

 

 高齢者及びそのご家族の総合相談窓口として、芽室町保健福祉セン

ター（あいあい２１）内に、開設しています。 

 

■ 介護について（介護保険の認定申請窓口） 

「介護保険のことを知りたい」 

「介護保険サービスの利用方法がわからない」 

■ 健康について 

  「認知症かもの忘れかわからない」 

  「もの忘れが増えてきた」 

  「一人暮らしで急に具合が悪くなったら…と不安」等 

■ 介護予防について 

「最近、足腰が弱くなってきている」 

「介護状態になることを予防したい」等 

■ 家族のことについて 

「一人暮らしの親が心配」 

「介護をしているが自分の体調を崩したときにどうしたらよいか」 

■ その他 

「最近、外で姿を見かけなくなった」 

「老人会等集まりに参加しなくなった」 

「高齢者の虐待の可能性が見受けられたとき」等 

 

 保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士等が対応し、必要に応じ

て関係機関と連携を取りながら支援します。 

 地域で暮らす65歳以上の高齢者に関することで「困っている」「ど

こに相談したら良いか解らない」というような場合も、お気軽にご相

談ください。 
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○町の保健事業 

あたまの元気度チェック 

対象者 
40 歳以上の町民 

※認知症の診断を受けている方及び認知症の治療をしている方を除く 

内容 

職員と対面して簡単な質問に回答していただく方法で行います。 

５分程度のお時間で気軽に受けることができます。 

その場で結果がわかり、介護予防や生活習慣の改善に役立つ情報を提供させてい

ただきます。 

※本テストは、同年度内に１人１回のみの利用となります。 

料金 無料 

申込・問合先 高齢者支援課 在宅支援係 ℡ ６２－９７２４ 

 

介護予防ポイント推進事業 

指定を受けた施設・団体等で高齢者がボランティア活動に参加することで、活動に応じたポイン

トを手帳に貯め、翌年度にそのポイントをMポイントに交換することができます。 

目的 
高齢者がボランティア活動を通して、地域貢献することを奨励・支援し、高齢者

自身の介護予防を推進します。 

対象者 ６５歳以上の芽室町民 

内容 

１時間の活動で１ポイントとし、１日２ポイントまでが上限です。 

（１ポイント＝１００円） 

集めたポイントは最大５０ポイント（5,000 円）まで翌年度にMポイントに交換

することができます。 

場所 町の指定を受けた施設・団体 

問合先 芽室町社会福祉協議会 ℡ ６２－１６１６ 
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○介護予防教室 

高齢者が要介護状態にならず、心身機能の維持向上を図り、健康で生きがいのもてる生活ができる

ように支援します。 

 

 

教室名 アクティブライフ６５／はつらつライフ７５ 

対象者 

年度内６５歳または７５歳 （対象者には個別通知します） 

※介護保険認定者を除く 

場所 体力増進施設ひまわりⅡ （芽室町東３条１丁目１番地） 

送迎 なし 

内容 マシントレーニング、握力・体組成計測定、保健師の講話等 

期間 

６月～１０月のうち、６５歳４回、７５歳４回 

※参加は一人１回限り 

時間 月による 

参加料 無料 

問合先 高齢者支援課 在宅支援係  ℡ ６２－９７２４ 
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教室名 からだイキイキ運動塾（高齢者体力増進教室） 

対象者 

①６５歳以上の町民で、医師から運動を禁止されていない方 

 ※介護保険認定者を除く 

 

②筋力トレーニング用機械で運動でき、教室終了後も運動を継続すること  

 ができる方 

場所 体力増進施設ひまわりⅡ （芽室町東３条１丁目１番地） 

送迎 なし 

内容 体力測定、ストレッチ、筋力トレーニング等 

期間 

１０月～１月 

週２回（火・金曜） 全３０回 

時間 １０時～１２時 

参加料 5,700 円（全３０回） 

問合先 高齢者支援課 在宅支援係  ℡ ６２－９７２４ 
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教室名 まる元
ゲン

運動教室 

対象者 

６５歳以上の町民で、医師から運動を禁止されていない方 

※他の介護予防教室の参加者及び介護保険の要介護認定の方を除く 

場所 めむろーど２階 セミナーホール他 （芽室町本通 1丁目１９） 

送迎 なし 

内容 

頭とカラダを連動させる体操、筋力トレーニング、 

レクリエーション、体力測定 

期間 毎週火曜日（祝日、役場閉庁日を除く） 

時間 

Ａクラス： ９時３０分～１１時００分 

Ｂクラス：１２時３０分～１４時００分 

Ｃクラス：１４時００分～１５時３０分 

参加料 １か月 1,000 円 

問合先 高齢者支援課 在宅支援係  ６２－９７２４ 
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教室名 いきいきリハビリ教室（機能訓練教室） 

対象者 

６５歳以上の町民 

※原則、介護保険要介護認定者を除く 

場所 

めむろ高齢者介護複合施設１階 かがやきサロンひまわり 

（芽室町東３条１丁目２番地） 

送迎 あり（自宅→会場→自宅） 

内容 運動プログラム、脳トレーニング、レクリエーション等 

期間 

４～３月（週１回） 各クラス全４０回 

【２時間コース】 【１日コース】 

木曜日 

火・水・金曜日 

のいずれか 

月曜日 

時間 10時 00分～12 時 00分 13時 30分～15 時 30分 ９時３０分～１５時３０分 

参加料 １か月 1,200 円 １か月 2,400 円＋食事代 600円／回 

問合先 高齢者支援課 在宅支援係  ℡ ６２－９７２４ 
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事業名・申請先 内 容 

 

予防接種 

 

 

 

 

健康福祉課 保健推進係 

℡ ６２－９７２３ 

 

■ 高齢者肺炎球菌ワクチン接種 

 

（対象者） 

 以下に該当する町民で接種を希望する方。 

 ただし、過去に肺炎球菌ワクチンを接種した方は除く。 

（１） 接種日に満６５歳の方 

（２） 接種日に満６０歳以上６５歳未満の身体（内部）障害 

    1 級程度の方 

        

 自己負担金  接種料金の半額 

 

 接 種 場 所  町内医療機関及び町と委託契約をしている 

        老人保健施設等 

 

 

■ インフルエンザワクチン接種 

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種 

 

（対象者） 

 以下に該当する町民で接種を希望する方。 

 （１） 接種日に満６５歳以上の方 

 （２） 接種日に満６０歳以上６５歳未満の身体（内部）障害 

   1 級程度の方 

 

自己負担金  インフルエンザ：1,000 円（上限）（標準量） 

        ※高用量のワクチンの詳細については、 

         広報・折込チラシ等でお知らせします。 

 新型コロナ：4,600 円 

  

接 種 場 所  町内医療機関及び町と委託契約をしている 

       老人保健施設等 
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事業名・申請先 内 容 

 ■ 帯状疱疹ワクチン接種 

 

（対象者） 

 以下に該当する町民で接種を希望する方。 

（１）年度内に満６５歳の方 

（２）満６０歳以上６５歳未満の免疫不全ウイルスによる 

   免疫機能の障害がある方 

（３）令和７年度から令和１１年度までの５年間は経過措置と  

   して、その年度内に 70、７５、８０、８５、９０、９５、 

   100 歳となる方も対象。 

       

 自己負担金  接種料金の半額 

 

 接 種 場 所  町内医療機関及び町と委託契約をしている 

老人保健施設等 

 

 

 

健康・栄養相談 

 

 

 

 

高齢者支援課 在宅支援係 

℡ ６２－９７２４ 

 

■ 健康相談 

■ 栄養相談（要予約） 

 

保健師・管理栄養士が相談を行います。 
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令和８年度 芽室町の健（検）診一覧 

 
４０歳から７４歳の芽室町国民健康保険の加入者、後期高齢者医療の対象者は、それぞれ「受診

券」が送付されます。 

   

健（検）診に関するお問い合わせ先は、 

健康福祉課国保医療係・保健推進係 ℡６２－９７２３です。 

 

４０歳～７４歳の国保加入者の特定健診受診方法 

（昭和２７年４月１日～昭和６２年３月３１日生まれの方） 

健(検 )診名 実施場所 実施期間 申込先 

国保 

特定健診 

公立芽室病院 ４月末～令和９年３月まで 
公立芽室病院 

62-2811 

保健福祉センター 

（あいあい 21内） 

 ６月４日（木）・５日（金） 

１２月３日（木）・４日（金） 健康福祉課保健推進係 

62-9723 ８月２２日（土）・２３日（日） 

令和９年１月２３日（土）・２４日（日） 

あおばクリニック 

４月～令和９年３月 

あおばクリニック 

62-2711 

きやなぎ内科クリニック 
きやなぎ内科クリニック 

67-0210 

なかお内科 
なかお内科 

62-2035 

はまだ内科医院 
はまだ内科医院 

62-0700 

帯広西病院 
帯広西病院 

37-3330 

十勝勤医協帯広病院 
十勝勤医協帯広病院 

21-4111 

十勝勤医協白樺医院 
十勝勤医協白樺医院 

38-3500 

北斗病院 
北斗病院 

47-7777 

須藤内科クリニック 
須藤内科クリニック 

33-2800 
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健（検）診名 対象者 実施場所 実施機関 

国
保
ド
ッ
ク 

国保 

公立芽室病院 

（すこやか健診） 
公立芽室病院 ４月末～令和９年３月 

公立芽室病院 

62-2811 

国保巡回ドック 
保健福祉センター 

（あいあい 21内） 

 ６月４日（木）・５日（金） 

１２月３日（木）・４日（金） 健康福祉課保健推進係 

62-9723 ８月２２日（土）・２３日（日） 

令和９年１月２３日（土）・２４日（日） 

国保 

厚生病院 

施設ドック 

帯広厚生病院 
４月～令和９年 3月 

（通年） 

① 帯広厚生病院 

65-0133 

② 健康福祉課 

保健推進係 

62-9723 

[農協組合員] 

農協へ直接お申込

みください。 

[農協組合員以外] 

①②両方にお申込

みください。 

※単年度に、特定健診を含む健診を重複して受けることはできません。 

※検査や問診結果等から生活習慣病のリスク要因の数や年齢等と総合して生活改善の必要性レベルが判定 

され、「動機づけ支援」「積極的支援」を判定された方は保健師や管理栄養士、医師等からの保健指導が実 

施されます。 
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４０歳～７４歳の国保加入者以外の特定健診 

 

 

 

 

 

 

 

75 歳以上の方等後期高齢者医療の被保険者 

健（検）診名 実施場所 実施期間 申込先 

後
期
高
齢
者
健
診 

公立芽室病院 ４月末～令和９年３月 
公立芽室病院 

62-2811 

保健福祉センター 

（あいあい 21内） 

 ６月４日（木）・５日（金） 

１２月３日（木）・４日（金） 健康福祉課保健推進係 

62-9723 ８月２２日（土）・２３日（日） 

令和９年１月２３日（土）・２４日（日） 

あおばクリニック 

４月～令和９年３月 

 

あおばクリニック 

62-2711 

きやなぎ内科クリニック 
きやなぎ内科クリニック 

67-0210 

なかお内科 
なかお内科 

62-2035 

はまだ内科医院 
はまだ内科医院 

62-0700 

十勝勤医協帯広病院 
十勝勤医協帯広病院 

21-4111 

十勝勤医協白樺医院 
十勝勤医協白樺医院 

38-3500 

須藤内科クリニック 
須藤内科クリニック 

33-2800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生法による、事業主が実施する健診をお受けいただくことになります。 

扶養者等は、加入している健保組合や共済組合など各医療保険者からの通知をご確認ください。 

なお、公立芽室病院健診（すこやか健診）をご希望の方は、（公立病院 62-2811）にお問い合わ

せください。 
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一般芽室町民のがん検診・歯科検診、脳ドック 

健（検）診名 対象者 実施場所 実施期間 申込先 

各

種

が

ん

検

診 

胃がん 

肺がん 

大腸がん 

40 歳以上の町民 
保健福祉センター 

（あいあい 21 内） 

 ６月４日（木）・５日（金） 

１２月３日（木）・４日（金） 

健康福祉課 

保健推進係 

 

 

℡62-9723 

８月２２日（土）・２３日（日） 

令和９年１月２３日（土）・２４日（日） 

※大腸がん検診に限り 

８月２１日（金） 

令和９年１月２２日（金）受診可 

子宮頸がん 

20 歳以上の女性 

（2年に 1度） 
注）令和７年度受診者 

は対象外 

保健福祉センター 

（あいあい 21 内） 

６月１７日（水）・１８日（木） 

８月２１日（金）～２３日（日） 

令和９年１月２２日（金）～２４日（日） 

帯広市内医療機関 ５月～令和９年３月 

乳がん 

40 歳以上の女性 

（2年に 1度） 
注）令和７年度受診者 

は対象外 

保健福祉センター 

（あいあい 21 内） 

６月１７日（水）・１８日（木） 

８月２１日（金）～２３日（日） 

令和９年１月２２日（金）～２４日（日） 

帯広市内医療機関 ５月～令和９年３月 

前立腺がん 

検診 
50 歳以上の町民 

保健福祉センター 

（あいあい 21 内） 

６月４日（木）・５日（金） 

１２月３日（木）・４日（金） 

８月２２日（土）・２３日（日） 

令和９年１月２３日（土）・２４日（日） 

 
肝炎ウイルス 

検診 
35 歳以上の町民 

保健福祉センター 

（あいあい 21 内） 

６月４日（木）・５日（金） 

１２月３日（木）・４日（金） 

８月２２日（土）・２３日（日） 

令和９年１月２３日（土）・２４日（日） 

 成人歯科健診 
20歳以上に達する 

町民 

保健福祉センター 

（あいあい 21 内） 

６月 ４日（木） 

８月２３日（日） 

令和９年１月２４日（日） 

 
エキノコックス症 

検診 

小学 3年生以上の 

希望者 
注）令和 3年度以降 

受けていない方 

保健福祉センター 

（あいあい 21 内） 

８月２２日（土）・２３日（日） 

令和９年１月２３日（土）・２４日（日） 

 脳ドック 
35 歳以上の町民 
注）令和６・７年度 

受診者は対象外 

・帯広厚生病院 

・北斗病院 

・西帯広脳神経 

クリニック 

・十勝ヘルスケア 

クリニック 

５月～令和９年２月 

※受付はWEB 

（WEB が困難

な場合は電話

可） 

 
健康福祉課 

保健推進係 

℡62-9723 

※ 自己負担金の負担割合は、芽室町健康診査等自己負担金徴収要綱により設定されています。 
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○関係機関の事業 

事業名・申請先 内 容 

 

車いすの貸出し 

 

 

 

 

芽室町社会福祉協議会 

℡ ６２－１６１６ 

 

 ケガ等で一時的に独力での歩行が困難な者に対して車いすを貸し出

します。 

 

対 象 者 芽室町に住所を有する者で、一時的に独力での歩行が困難な 

     状態にあり、移動に車いすが必要と認められる方とする。 

     ただし、次に掲げる方を除く。 

（１） 要介護認定を受け、福祉用具としての車いすを貸与される者 

（２） 身体障碍者手帳を所持し、補装具としての車いすを交付され

る者 

（３） 病院に入院中の者又は介護施設、障がい者施設その他の福祉

施設等に入所中の者 

 

貸出期間 ３か月以内（更新可） 

費  用 １か月 300円（１週間以内無料） 

申請手続 代理人申請可、印鑑 

そ の 他 年 1回点検を行います 

 

 

心配ごと相談所開設 

 

 

 

芽室町社会福祉協議会 

℡ ６２－１６１６ 

 

 相談所は、町民の日常生活における心配ごとの相談に応じ、適切な助

言や、関係機関等への橋渡しを行います。 

 

開 設 日  第２・第４水曜日 13：15～15：30 

開設場所  保健福祉センター静養室（２階） 

相 談 料  無料 

相 談 員  人権擁護委員、行政相談委員、学識経験者等６名の 

      輪番制で、毎月２名の相談員があたる。 

 

 

地域交流サロン事業 

 

 

 

 

芽室町社会福祉協議会 

℡ ６２－１６１６ 

 

歩いていくことのできる身近な地域において、高齢者・障がい者（児）・

児童・乳幼児とその親が、気軽にいつでも集い、地域の豊かな人間関係、

お互いに支え合い、助け合う関係を創りだす継続的な地域活動として

「地域交流サロン」の設置運営を支援し、地域福祉の推進を図ることを

目的に実施します。 

 

実施主体  住民組織やボランティア団体・個人 

活動要件  月１回以上とし、継続的に行うこと 

参加人数  １回の開催につき、概ね５名～10名程度の参加がある 

こと 

助 成 金  実施 1回あたり3,000 円。 

ただし、月４回を限度とします。 
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事業名・申請先 内 容 

 

日常生活自立支援事業 

（福祉サービス利用援助事業） 

 

 

 

芽室町社会福祉協議会 

℡ ６２－１６１６ 

 

 北海道地域福祉生活支援センターで実施する事業で、福祉サービス利

用の手続きや生活費の管理、年金証書等の大切な書類の預かりを、芽室

町社会福祉協議会に登録している「生活支援員」がお手伝いします。 

 

対象者  認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等で、 

     日常生活の判断に不安のある在宅生活の方 

内 容  ① 福祉サービスの利用援助 

     ② 日常的金銭管理 

     ③ 書類等の預かり 

手数料  １回（１時間程度）1,200 円 

     （交通費実費負担あり） 

     ※生活保護を受給の方は無料 

 

住民互助組織 

めむろたすけ愛 

 

 

 

会長宅） 

℡ ６２－３３８８ 

 

住民互助組織 

 サービス利用者とサービス提供者が会員となり、相互扶助の心と対等

な立場で、いろいろなサービスを行います。 

 

内 容  掃除・洗濯・買物等の家事一般、外出及び通院介助等 

     （内容については、ご相談ください） 

年会費  2,000 円 

利用料  １時間 600円 

 

※利用者、提供者の会員登録を通年受け付けています 

 

一般社団法人 

めむろシニアワークセンター 

 

 

 

 

旧芽室公園管理事務所 

TEL ６６－７７５１ 

FAX ６６－７７５２ 

 

 働くことを通じて地域社会の活性化に寄与し、生きがいの充実を目的

とする団体です。 

 概ね 60歳以上の豊かな技能、知識、経験を持った方々の会員組織で

す。内容は、臨時的、短期的な仕事、継続が望ましい簡易（短時間）な

仕事で、農作業、工場内作業、一般家庭の清掃、剪定、草刈り等です。 

（内容についてはご相談ください） 

 

利用料・利用時間はご相談ください。 

（利用料については、会員の配分金に、センターの手数料を加算した料

金となっています） 

 

※会員登録も通年受付けております。希望者はセンター事務局までお越 

しください。 

資格：概ね 60歳以上で働く意欲のある方であれば登録できます。 

   （年会費3,000円） 
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事業名・申請先 内 容 

 

自立相談支援事業所 

とかち生活あんしんセンター 

 

 

 

 

TEL ６６－７１１２ 

FAX ６６－７１１３ 

 

 さまざまな理由から生活に困っている方のご相談にのるために、北海

道十勝総合振興局が作った窓口です。生活・仕事の不安を１日でも早く

取り除けるよう、相談員が一緒に考え、行動します。 

 

対象者  生活に困っている方 

     ※十勝在住で、帯広市以外の方。 

     ※年齢制限はありません。 

料 金  無料 

 

 ご相談はプライバシー保護の観点から、予約制となっております。 

 事前にお電話ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発 行  芽室町 

発行日  令和８年４月２１日 

編 集  芽室町高齢者支援課在宅支援係 

住 所  〒082-8651 芽室町東２条２丁目 14 芽室町役場 

T E L  0155-62-9724 

 F A X  0155-62-0121 

 M a i l  h-zaitaku@memuro.net 

    H   P  https://www.memuro.net/administration/soshiki/kourei/ichiranpyo.html 


